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■ 制度内容 

 ひとり親家庭の親の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可

能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験の

合格を目指す方を支援する事業です。本事業では、高等学校を卒業していない（中退を含む。）

母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有

すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者など

が実施する対策講座の受講費用の一部を支給します。 

 

■ 申請できる方の要件 

 市内在住で次の要件のすべてを満たす母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童。ただし、

高等学校卒業者及び大学入学資格を取得している方は対象外です。なお、申請には事前相談

が必要です。 

 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること 

 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断

して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認め

られること 

 過去に本給付金を受給していないこと 

 

■ 対象講座 

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座（通信制講座を含む。）とし、市長が適当と

認めたもの。 

 ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して

単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外で

す。 

 

■ 支給金額 

 受講開始時給付金 

 対象講座の受講開始費用の 40％を支給します。ただし、受講方法が通信制の場合は

10 万円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は 20 万円が限度

になります。 

また、支給額が４千円以下になる場合は支給を行いません。 

 受講修了時給付金 

 対象講座の受講費用の 50％から、受講開始時給付金を差し引いた額を支給します。

ただし、受講方法が通信制の場合は、受講開始時給付金と併せて 12万 5千円、受講方

高槻市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の 

申請についてのご案内 



                                   

法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は 25万円が限度になります。 

また、支給額が４千円以下になる場合は支給を行いません。 

 合格時給付金 

 受講修了時給付金の支給を受けた方が受講修了日から起算して２年以内に高等学校卒

業程度認定試験に全科目合格した場合に受講費用の 10％を支給します。 

受講開始時給付金、受講修了時給付金とあわせて、受講方法が通信制の場合は 15万

円、受講方法が通学の場合又は通学及び通信制を併用する場合は 30万円が限度になり

ます。 

 

■ 受給対象講座の指定の申請に必要な書類 

 ※対象講座の受講開始日以前に、あらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。 

① 申請書（様式 1号） 

② 相談受付票 

③ 母あるいは父と子の全員分の戸籍謄本（発行日から３ヶ月以内） 

④ 修得済の科目が確認できるもの（単位修得証明書、科目合格通知書等） 

⑤ 講座の内容等がわかるパンフレット等 

 

■ 相談受付票記入上の注意 

 

 

 

 

 

など、相談受付票の備考欄にご記入ください。 

 

 

 

高槻市指定様式です 

・ 受験をしようと思ったきっかけ。 

・ 以前はどのような仕事（仕事内容、パート or正社員、待遇など）をしていたか。 

・ 指定講座受講開始後の学費、仕事、収入、子どもの養育などの生活状況。 

・ 修了後の進路・就職の予定について 

【詳しくは下記までお問い合わせください】 

高槻市子ども未来部子ども育成課ひとり親家庭支援チーム 

高槻市役所 総合センター７階 

電話０７２－６７４－７８３２ 

担当 （         ） 


